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農林水産関係予算のポイント 

【総論】 
改正「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料安全保障の強化等に関係する施

策を充実・強化。その中で、特に農業の構造転換を集中的に推し進める観点から「新
基本計画推進集中対策」を措置。 

【各論】 
１．食料安全保障の強化に向け、野菜や麦・大豆などの畑地での本作化や、農林水産

物・食品の輸出促進、畜産・酪農の生産基盤の維持・強化を推進するほか、安定的
な食料の供給が可能となるよう、合理的な価格の形成に係る取組等を支援。 

２．環境と調和のとれた食料システムの確立に向け、有機農業をはじめとする環境負
荷低減の取組や、気候変動への対応を可能とする品種改良を支援。 

３．農業の持続的な発展を図るため、地域計画に基づく老朽化した共同利用施設の再
編集約・合理化、農地の大区画化、新規就農者の誘致、担い手の機械導入等を推進。 

４．農村の振興に向け、農林水産業に関わる地域のコミュニティの維持、鳥獣被害の
防止に資する取組等を支援。 

５．森林資源の循環利用・適正管理や建築用木材等の利用拡大、海洋環境の変化を踏
まえた操業形態の転換・収益性向上、海業の全国展開への支援等を通じて、林業と
水産業の成長産業化を推進。 

令和７年度予算編成の基本的な考え方 
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― 改正「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料安全保障の強化や環境と調和のとれた食料

システムの確立、農業の持続的な発展、農村の振興を図るため、関係する施策を充実・強化。 

― その中で、特に農業の構造転換を集中的に推し進める観点から「新基本計画推進集中対策」

を措置。 

 

１ 食料安全保障の強化  

― 主食用米の需要が減少するなか、補助金によって水田での作付に馴染まない作目への転作が

恒常化している状況から脱却し、野菜や麦・大豆等の需要のある畑作物について畑地での本作

化を進める必要。こうした観点から、水田を畑地化して野菜や麦・大豆等の畑作物の生産に取

り組む農業者を支援（畑作物の定着までの一定期間の支援や、土地改良区の地区除外決済金の

支援等）。 

― 水田活用の直接支払交付金については、畑地化の進展に伴い、令和７年産における交付対象

水田が減少することに加え、飼料用米の一般品種の支援単価が令和６年度に引き続いて段階

的に引き下げられること等を適切に予算額に反映。 

 

                      令和６年度      令和７年度 

○ 畑作等促進整備事業 22 億円 ⇒ 22 億円 (±0.0%) 

○ 水田活用の直接支払交付金等 2,905 億円 ⇒ 2,760 億円 (▲5.0%) 

     うち畑地化促進助成 ２億円 ⇒ ２億円 (±0.0%) 

○ コメ新市場開拓等促進事業 110 億円 ⇒ 110 億円 (±0.0%) 

 

（６年度補正） 

○ 畑地化促進事業 450 億円  

○ 畑作物産地形成促進事業 160 億円  

○ 畑作物産地生産体制確立・強化緊急対策事業 58 億円  

○ 国産野菜サプライチェーン連携強化緊急対策事業 ６億円  

 

 

―  農林水産物・食品の輸出額を５兆円とする目標を達成するため、生産から現地販売までの一

気通貫した新たなサプライチェーンの構築に向けた取組、認定品目団体・ジェトロ・JFOODO と

連携した現地市場の開拓、輸出先国の規制やニーズに対応した大規模輸出産地の形成等を推進。 
 

                  令和６年度     令和７年度 

○ 農林水産物輸出の拡大に向けた支援 102 億円 ⇒ 124 億円 (＋21.5%) 

 

 

―  畜産・酪農の生産基盤の維持・強化を図り、安定的な供給を確保するため、食肉処理施設・

乳製品加工施設等の再編集約・合理化、産地における自給飼料の生産に係る取組等を支援する

ほか、物価高騰等による和牛肉の需要減少に対応するための取組を支援。 
 

                  令和６年度      令和７年度 

○ 食肉流通構造高度化・輸出拡大事業 24 億円 ⇒ 12 億円 (▲48.6%) 

   ※６年度補正 123 億円 

 

 

   

◆ 農林水産関係予算のポイント 
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○ 飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産

地支援 

－億円 ⇒ 56 億円 (皆増) 

 

（６年度補正） 

○ 和牛肉需要拡大緊急対策 170 億円  

 

（ALIC 特別対策） 

○ 肉用牛緊急特別対策 100 億円  

 

 

―  持続的な食料の供給が可能となるよう、合理的な価格の形成に向けたコスト構造等に関する

調査、コスト指標の作成の促進、取引実態の調査、消費者等の理解醸成を図る取組等を支援。 
 

                  令和６年度      令和７年度 

○ 適正取引推進・消費者理解醸成対

策事業 

0.3 億円 ⇒ 0.5 億円 (＋72.7%) 

 

 

２ 環境と調和のとれた食料システムの確立  

―  有機農業をはじめとする環境負荷低減の取組に加え、生産力の向上や気候変動への対応を可

能とする品種改良を支援。 
 

                      令和６年度    令和７年度 

○ 環境保全型農業直接支払交付金 26 億円 ⇒ 28 億円 (＋6.2%) 

○ みどりの食料システム戦略実現技術開

発・社会実装促進事業 

18 億円 ⇒ 17 億円 (▲3.0%) 

   ※６年度補正 10 億円 

○ みどりの食料システム戦略推進総合対策 ７億円 ⇒ ６億円 (▲5.8%) 

   ※６年度補正 38 億円 

 

３ 農業の持続的な発展  

― 地域計画により明らかになった地域農業の将来像の実現に向け、老朽化した共同利用施設に

ついて、次なる修繕・更新等に係る積立計画の作成を要件に再編集約・合理化を支援し、生産

性向上等による農業の構造転換を推進。 

 

令和６年度      令和７年度 

○ 共同利用施設の整備支援 121 億円 ⇒ 200 億円 (＋65.6%) 

  うち新基本計画実装・農業構造

転換支援事業 

－億円 ⇒ 80 億円 (皆増) 

 

（６年度補正） 

○ 共同利用施設の整備支援   

  (新基本計画実装・農業構造転換支援事業) 400 億円  
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― 生産性・収益性等の向上やスマート農業の導入に向けて、農業農村整備事業等による農地の

大区画化等を一層推進すべく、基盤整備を進めるとともに、国土強靱化のための農業水利施設

の更新・長寿命化等を支援。 

 

                          令和６年度      令和７年度 

○ 農業農村整備事業関係 4,463 億円 ⇒ 4,464 億円 (＋0.0%) 

（６年度補正） 

○ 農業農村整備事業関係 2,037 億円  

 

 

― 農業者の急減が想定される中で、これからの農業を担う人材を確保していくため、就農にあ

たっての資金交付や初期投資支援、地域における新規就農者の誘致や就労条件等の労働環境の

整備等を支援。 

令和６年度      令和７年度 

○ 新規就農者育成総合対策 96 億円 ⇒ 107 億円 (＋11.5%) 

○ 雇用就農総合対策等 29 億円 ⇒ 33 億円 (＋15.3%) 

 

（６年度補正） 

○ 新規就農者確保緊急円滑化対策 54 億円  

○ 雇用就農緊急対策 13 億円  

 

 

― 将来像が明確化された地域計画の早期実現を後押しするため、地域の中核となる担い手の農

地引受力の向上等に必要なスマート農機を含む農業用機械・施設の購入・リース導入を支援。 

 

令和６年度      令和７年度 

○ 農地利用効率化等支援交付金 11 億円 ⇒ 20 億円 (＋82.8％) 

 

（６年度補正） 

○ 担い手確保・経営強化支援事業 27 億円  

 

 

４ 農村の振興  

― 高齢化や人口減少による中山間地域等の機能低下、荒廃農地の増大、鳥獣被害の発生等の課

題に対応するため、農林水産業に関わる地域のコミュニティの維持、農山漁村の活性化・自立

化、鳥獣被害の防止に資する取組等を支援。 
 

                    令和６年度   令和７年度 

○ 中山間地域等直接支払交付金 261 億円 ⇒ 285 億円 (＋9.0%) 

○ 多面的機能支払交付金 486 億円 ⇒ 500 億円 (＋3.0%) 

○ 鳥獣被害防止対策 100 億円 ⇒ 100 億円 (＋0.0%) 

   ※６年度補正 55 億円 
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５ 林業の成長産業化の推進 

― カーボンニュートラルの実現及び花粉発生源対策にも資する森林資源の循環利用と適正な

管理を推進するとともに、建築用木材等の利用拡大に向けた環境整備、森林の集積・集約化に

向けた取組を支援する等、林業の成長産業化を推進。 
 

                 令和６年度     令和７年度 

○ 森林整備事業 1,254 億円 ⇒ 1,256 億円 (＋0.2%) 

○ 林業・木材産業循環成長対策 65 億円 ⇒ 62 億円 (▲5.0%) 

○ 森林の集約化モデル地域実証事業 －億円 ⇒ ５億円 (皆増) 

 

（６年度補正） 

○ 林業・木材産業国際競争力強化総合対策 154 億円  

○ 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策 56 億円  

 

 

６ 水産業の成長産業化の推進 

― 不漁問題等に対応する観点から、資源管理に取り組む漁業者に対する経営安定対策等を着実

に実施するとともに、海洋環境の変化を踏まえた操業形態の転換や収益性向上、海業の全国展

開を支援する等、水産業の成長産業化を推進。 
 

                令和６年度    令和７年度 

○ 漁業収入安定対策事業 202 億円 ⇒ 160 億円 (▲20.8%) 

   ※６年度補正 225 億円 

○ 水産業成長産業化沿岸地域創出事業  30 億円 ⇒  30 億円 (0.0%) 

○ 漁業構造改革総合対策事業 11 億円 ⇒   12 億円 (＋7.8%) 

○ 養殖業の成長産業化 11 億円 ⇒ 11 憶円 (▲2.5%) 

○ 海業振興支援事業 －億円 ⇒ ３億円 (皆増) 

（６年度補正） 

○ 水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業 70 億円  

○ 漁業構造改革総合対策事業 70 億円  

○ 養殖業体質強化緊急総合対策事業 16 億円  

○ 海業振興緊急支援事業 ２億円  
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（ 参 考 資 料 ）

農林水産省所管

・食料安定供給特別会計

・国有林野事業債務管理特別会計

※計数については、精査の結果、異動を生ずる場合がある。
※計数はそれぞれ四捨五入しているので合計において一致しない場合がある。
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